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愛南町外国語指導助手派遣委託業務仕様書 

 

１ 委託業務名 

  愛南町外国語指導助手派遣委託業務 

 

２ 事業の目的  

愛南町内の小中学校における外国語活動及び外国語教育の充実と国際理解を深めるため、外国語

指導助手(以下「ALT」という。)を活用し、外国語による実践的なコミュニケーション能力の向上及

び国際感覚の養成を図ることを目的とする。 

 

３ 委託業務の内容 

(１) 事業者に関する業務について 

①愛南町内小中学校へのALT派遣委託業務 

②ALT配置に伴う運営、管理及びサポート 

③定期的なコーディネーターによる学校訪問、ALTに対する適切な指導体制の構築並びにALTの業務

遂行状況の把握、評価及び監督 

④ALTに対する学習指導要領への理解、日本人教員とのティーム・ティーチングの方法、日本語で 

のコミュニケーションや打合せの方法その他業務遂行に必要となる研修の実施 

⑤ALTが学校の指揮命令に忠実に従い、学校の規律、施設管理上の規則等を遵守するための適切な 

措置 

  ⑥定期的(年に２回以上)にALTの業務内容について学校にアンケートを取り、その結果を教育委員

会に報告 

⑦その他教育委員会が必要と認める業務 

⑧毎月の業務終了後10日以内に事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただ

し、年度の途中において業務を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内

に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

(２) ALTの業務について 

①各小中学校における外国語(活動)授業における外国語担当教員の補助 

②学校における指導において、学校の教職員等との打合せ、カリキュラム・教材等の研究及び作成

並びにその補助及び提供 

③教職員への研修、学校における教職員に対する国際理解及び外国語活動に関わる研修の支援並び

に研修会の講師 

④特別活動又は課外活動における児童生徒との交流、指導補助等 

⑤その他教育委員会が必要と認める業務 

 

４ 業務従事者(ALT)の要件 

(１) 指導言語を英語とし、英語を母国語とする者と同様に話すことができること。 

(２) 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格「教育」を有するなど、日本での就労に適切な

在留資格を有すること。 

(３) 犯罪に係る刑罰等の執行猶予を受けていないこと。また、過去に禁固以上の刑に処せられた

ことがないこと。 

(４) 学校等に就労するために適切な健康診断を受診し、異常がない者であること。 

(５) 日本の学校教育及び学習指導要領における外国語教育に理解と関心があること。 

(６) 授業以外の部活動、学校行事及び外国語教育に理解と意欲があること。 

(７) 子どもと共に活動する意欲があること。 

(８) 社会人(特に教育に携わる者)として自覚と責任があること。 

(９) 円滑な人間関係が構築できること。 

(10) プライバシーの保護に努める等人権意識の高い者であること。 

(11) 昼食は、生徒と一緒に給食を食べるものとする。ただし、その費用については、受託者又は
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講師本人の負担とする(約 7,000円／月)。 

(12) 町内の複数の小・中学校での勤務が可能であり、学校間の移動手段を用意できること。 

５ 契約業務期間、配置時間数等 

本事業に係る契約は、地方自治法第 234条の３の規定に基づく長期継続契約とし、契約期間は令

和８年４月１日から令和 11年３月 31日までとする。ただし、この契約の締結の日の属する年度の

翌年度以降において、当該契約に係る本町の歳出予算の減額又は削除があった場合、本町は、この

契約を変更し、又は解除することができるものとする。この場合において、本事業の受託者に損害

が生じたときは、本町は、受託者に対して損害賠償の責めを負う。 

配置日は、原則として月曜日から金曜日までとし、１日の業務時間は７時間以下とする。ただし、

愛南町立小学校及び中学校については、管理運営に関する規則に基づく学校休業期間中並びに祝祭日、

土曜日及び日曜日は原則勤務を要しない日とする。その他参観日、遠足、体育大会等の学校行事、式

典等に参加する場合又は教育委員会が必要と認める業務へ参加する場合の臨時の時間割変更につい

ては、双方協議の上、変更することができるものとする。 

 

６ 業務場所(配置校)及びALTの数 

愛南町内の小中学校 11校のうち、契約時に指定する場所とする。本契約により配置する ALTは、

２名とし、令和８年４月１日から業務を行うことができる体制を整えること。 

(１) 小学校８校 

家串小学校、柏小学校、平城小学校、城辺小学校、緑小学校、 

一本松小学校、福浦小学校、船越小学校 

(２) 中学校３校 

御荘中学校、城辺中学校、一本松中学校 

            

７ 委託金額に含まれるもの 

 上記「３ 委託業務の内容」に加え、次の費用を含むものとする。 

(１) 福利厚生費(社会保険・雇用保険等) 

(２) 採用、育成及び研修に伴う経費 

(３) スケジュールの管理等運営に伴う経費 

(４) 企画、教材又は教材開発費 

(５) 労務管理費(住宅費を含む。) 

(６) 交通費 

 

８ 研修等の実施 

(１) ALTに対する研修の実施 

①受託者は、ALTを対象とした配置前及び配置後の定期的な研修を実施すること。 

②教育委員会が主催する打合会に出席すること。 

③各学校の校内研修に年１回参加すること。 

上記のほか、教育委員会から要請があった場合には、愛南町が直接雇用しているALT３名につい

ても研修への参加を可能とすること。 

(２) 配置校におけるALTの指導及び監督 

受託者は、本業務の適切な実施を図るため、配置学校を定期又は随時に巡回し、必要に応じてALT

の指導を行うこと。 

(３) 情報の収集 

学校教育、特に外国語教育の指導に関する通達等、業務遂行のため必要な情報を迅速に収集しな

がらALTと学校に対してそれらに関する情報提供又は研修を行うこと。 

 

９ その他 

(１) 労務管理は、受託者が責任を持って行うこと。 

(２) ALTに対する研修については、受託者が責任を持って行い、指導技術の向上を図るとともに、

児童生徒の人権擁護の観点にも十分配慮するよう指導すること。 
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(３) 受託者は、配置学校からの連絡その他の行為に対応するため、責任者を選任して届け出るもの

とする。 

(４) ALTの事故又は勤務内容、勤務態度若しくは指導能力について適格性を欠くと判断したときは、

ALTの変更を可能とし、その代替の確保ができること。 

(５) 受託者が愛南町の申出又は自らの都合によりALTの変更を行うときは、新たに配置するALTの履

歴書等を事前に愛南町教育委員会に提出するものとする。 

(６) この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、愛南町と受託者の双方で誠意 

を持って協議するものとする。 


